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政
令
第

号

道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令

内
閣
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
前
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
一
号
に
規
定
す
る
道
道
等
以
外
の
道
道
等
の
改
築
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
）

イ

通
学
路
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
第
四

条
に
規
定
す
る
通
学
路
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
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る
区
間
に
該
当
す
る
道
道
等
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
、
自
動
車
を
減
速
さ

せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
、
柵
の
設
置
そ
の
他
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
（
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
無
電

柱
化
を
い
う
。
）
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
設
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

第
三
十
四
条
の
二
の
三
第
三
項
中
「
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
」
及
び
「
同
令
第
四
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り

、
「
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業
に
」
を
「
同
号
イ
に
掲

げ
る
事
業
に
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
改
築
」
の
下
に
「
（
前
号
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三

前
二
号
に
規
定
す
る
一
般
国
道
以
外
の
一
般
国
道
の
改
築
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

通
学
路
（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
百
三
号
）
第
四

条
に
規
定
す
る
通
学
路
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保

す
る
必
要
が
あ
る
区
間
に
該
当
す
る
一
般
国
道
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
、

自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
、
柵
の

設
置
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
（
無
電
柱
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
無
電

柱
化
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
設
そ
の
他

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
「
改
築
」
の
下
に
「
（
前
号
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

前
二
号
に
規
定
す
る
都
府
県
道
等
以
外
の
都
府
県
道
等
の
改
築
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

イ

通
学
路
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
区
間
に
該
当
す
る
都
府
県
道
等
に
お
け
る
交
通
事
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故
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
、
自
動
車
を
減
速
さ
せ
て
歩
行
者
又
は
自
転
車
の
安
全
な
通
行
を
確

保
す
る
た
め
に
行
う
路
面
の
凸
部
の
設
置
、
柵
の
設
置
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

ロ

無
電
柱
化
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
電
線
共
同
溝
の
建
設
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
改
築

第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
都
道
府
県
道
等
」
を
「
都
府
県
道
等
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
二
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
令
和
元
年
度
以

前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
二
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
令
和
二
年
度
以
降
の
年

度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
及
び
令
和
元
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
令
和
二
年
度
以
降
の
年
度
に
支

出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

通
学
路
そ
の
他
の
特
に
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
区
間
に
該
当
す
る
道
路
に
お
け
る
交
通
事
故
の
防
止
を
図
る

た
め
に
必
要
な
歩
道
の
拡
幅
等
に
関
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


